
  

和歌山工業高等専門学校学寮管理運営規則 
 

制  定 昭和４３年４月 １日 
                         最近改正 令和 ３年３月 ８日 

 
  （目的） 
第１条  この規則は、和歌山工業高等専門学校（以下「本校」という。）における学寮の管理運

営について必要な事項を定め、その円滑かつ適正な運用を図ることを目的とする。 
  （学寮の意義） 
第２条  学寮は、学生の勉学に適する環境において規律ある共同生活を体験させ、これを通じ

て人間形成に資する課外教育施設とする。 
  （収容） 
第３条  前項の目的を達成し、かつ、学生の学園生活への適応を促進させるため、学寮に第１

学年及び第２学年学生の全員（女子学生及び第１５条第１項ただし書の規定による学生を除

く。）を収容する。 
２  女子学生及び第３学年以上の男子学生（専攻科生を含む。以下同じ。）に対しては、選考に

より収容する。 
  （管理運営責任者） 
第４条  学寮に寮務主事を置く。 
２  寮務主事は、校長の命を受け、学寮管理運営の責任者として寮生の指導に当たる。 
３  寮務主事は、常に学生主事と緊密な連絡を保ち、寮生の指導に遺漏のないように努める。 
４  寮務主事は、教授又は准教授をもって充てる。 
  （寮務主事補） 
第５条  学寮に寮務主事補を置く。 
２  寮務主事補は、寮務主事の下にあって、寮生活の補導及び寮生会その他諸活動の指導に当

たる。 
  （寮父及び寮母） 
第６条  学寮に寮父及び寮母を置く。 
  （宿日直） 
第７条  教員は、校長の命を受けて宿日直を行い、寮生の指導に当たる。 
  （学寮委員会） 
第８条  本校の学寮の管理運営に関し具体的な方策を審議し、その円滑な運営を図るため、校

長の諮問機関として学寮委員会を置く。 
２  学寮委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、寮務主事が議長となる。 
一  寮務主事 
二  寮務主事補 
三  その他校長が必要と認める職員 

３  学寮委員会に関する事務は、学生課において処理する。 
  （入寮命令） 
第９条  校長は、新入学生全員（女子学生及び第１５条第１項ただし書の規定による学生を除



  

く。）を入学と同時に入寮させ、保護者等の連署を得た入寮誓約書（様式第１号）を提出させ

る。 
２ 保護者等は、寮生の在寮中における行為について、学則及び学寮の諸規則を遵守するよう

指導・監督する責任を負うものとする。 

３ 保護者等は、寮生が在寮中に事件・事故等により、その生命若しくは身体に危険を及ぼし、

又は財産に重大な損害を及ぼす時、若しくはその恐れのある時には、学校と連携して、寮生

の保護に努めなければならない。 

４ 保護者等とすることができる者は、寮生が未成年の場合においてはその親権者又は児童福

祉法（ 昭和２２年法律第１６４号） 第６条、第６条の４及び第７条で定める寮生を監護す

る者若しくは監護する施設等の長とする。また、寮生が成年の場合においては３親等以内の

親族とする。 

５ 前項の要件に合った保護者等が選定できない場合は、独立の生計を営む成年者であり、寮生

の指導・支援への意向のある者とする。 

６ 保護者等が住所等を変更した場合は、入寮誓約書（様式第１号）により速やかにその旨を

校長に届け出なければならない。 

７ 保護者等が死亡し、又は前第３項の要件に該当しなくなった場合は、新たに保護者等とな

る者を定めて、入寮誓約書（様式第１号）により直ちに校長に提出しなければならない。 

  （入寮願及び許可） 
第１０条  女子学生及び第３学年以上の男子学生で入寮を希望するものは、指定する日までに、

入寮願（様式第２号）を寮務主事を経て校長に提出しなければならない。 
２  入寮を許可すべき者の選考は、寮務主事補の意見を聴いて寮務主事が行う。 
３  入寮の許可は、前項の選考の結果に基づいて校長が行う。 
４  入寮の許可期間は、１年以内とし、入寮の許可は前項の選考の結果に基づき、校長が年度

ごとに行う。 
  （寄宿料） 
第１１条  出納命令役は、寮生に寄宿料として、独立行政法人国立高等専門学校機構における

授業料その他の費用に関する規則（独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３５号）に定

める額を納付させる。 
２  入退寮の日が月の中途であっても、寄宿料は、１か月分納付させる。 
３  休業期間中に係る寄宿料は、第１項の規定にかかわらず、当該期間の開始する月の前月の

納入日までに納付させるものとする。 
４  第１項の規定にかかわらず、学生の申し出又は承諾があったときは、当該年度内に徴収す

る寄宿料の額の総額の範囲内で､その申し出又は承諾に係る額を、その際徴収することができ

るものとする。 
５  寄宿料免除申請のことについては、別に定める規則による。 
  （給食費及び諸経費負担） 
第１２条  給食費その他寮生活に必要な光熱水料等の諸経費は、寮生に負担させる。 
２ 給食費は、給食業務を委託された業者が徴収するものとする。 
３ 諸経費は、毎月所定の日までに納めなければならない。 
  （施設保全義務） 



  

第１３条  寮生に対しては、居室、共用施設その他学寮の施設を常に正常な状態において保全

させることに意を用い、次に定めるところに誠実に従わせなければならない。 
一  居室を居室以外の目的に使用しないこと。 
二  居室に他の者を宿泊させないこと。 
三  寮務主事の許可なくして居室に工作を加えないこと。 
四  共用の施設は、常に良好な状態を保つよう連帯して保全すること。 
五  寮務主事の許可なくして学寮施設に掲示、はり紙等をしないこと。 
六  故意又は過失により施設及び設備を滅失し、破損し、又は汚損したときは、その原状回

復に必要な経費を弁償させること。 
七  防火管理、災害防止対策、保健衛生管理その他学寮施設の管理運営上必要とする学校の

指示を守り、積極的にこれに協力すること。 
  （共同生活の自主的規律） 
第１４条  自主的な規律ある寮生活を確立するため、寮生会を組織させる。 
２  寮生会会則は、寮務主事の指導の下に作成し、校長の承認を受けるものとする。 
  （入寮免除及び退寮許可） 
第１５条  第１学年及び第２学年の男子学生に対しては、自己の都合による入寮免除又は退寮

は認めない。ただし、病気その他特別な理由により入寮免除願（様式第３号）を提出した学

生に対して、校長が特に認めた場合は、この限りでない。 
２  女子寮生及び第３学年以上の男子寮生が、退寮を希望するときには、退寮予定日の１０日

前までに退寮願（様式第４号）を提出しなければならない。 
３  前項の退寮の許可は、寮務主事を経て、校長が行う。 
４  退寮の許可を受けた者に対しては、退寮に当たって、居室その他居室に附属する設備等に

ついて、校長の指定する職員の検査を受けさせる。 
  （退寮命令） 
第１６条  寮生が次の各号のいずれかに該当したときは、校長は、退寮を命ずることができる。 
一  ３ヶ月以上寄宿料又は第１２条に定める経費の納入を怠ったとき。 
二  著しく風紀を乱す行為のあったとき。 
三  共同生活の秩序を著しく混乱させる行為のあったとき。 
四  疾病その他により保健衛生上共同生活に適しないと認めたとき。 
五  退学（除籍を含む。）又は停学を命ぜられたとき。 
六  その他学寮の管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。 

  （寮生以外の者の宿泊） 
第１７条  学寮には寮生以外の者を宿泊させない。ただし、やむを得ない理由により特別の願

い出があったときは、校長は寮務主事の申出に基づき、使用料の徴収その他法令上の措置に

ついて検討の上、日を限り、寮生以外の者を学寮内の適当な部屋に宿泊させることができる。 
 （閉寮） 
第１８条 次の休業日の期間は、原則として学寮を閉寮する。 
 一 春季休業 
 二 夏季休業 
 三 冬季休業 



  

 四 学年末休業 
２ 前項の期間以外における休業日にあっても閉寮することがある。 
３ 閉寮中においても、寮生が学校行事に参加する場合など、特別な理由により寮務主事が必

要と認めた場合には、期間を定め、在寮を認めることがある。 
  （懇談会の開催） 
第１９条  学寮における日常的又は具体的な問題について意見を交換し、職員及び学生の相互

の理解を深めるため、寮務主事が必要と認めた場合は、校長の承認を得て懇談会を開催する

ことができる。 
  （他規則への委任） 
第２０条  この規則の実施に関し必要な規則等は、校長が別に定める。 

 
附  則 

  １  この規則は、昭和４３年４月１日から施行する。 
  ２  この規則中、第１学年及び第２学年生全寮制に関する条文において、昭和４２年度以前

に入学し、昭和４３年度以降に第２学年若しくは第１学年に在学する学生の取扱いについ

ては、昭和４３年度新入生のそれに準じて適用し、運用するものとする。 
附  則 

  この規則は、昭和４５年４月１日から施行する。 
附  則 

  この規則は、昭和４８年１０月１１日から施行し、第６条及び第９条は、昭和４８年４月１

日から適用する。 
附  則 

  この規則は、昭和５０年４月１日から施行する。 
附  則 

  この規則は、昭和５８年１２月１５日から施行する 
附  則 

  この規則は、昭和６３年４月７日から施行し、昭和６３年４月１日から適用する。 
附  則 

  この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 
附  則 

  この規則は、平成１１年１月２７日から施行する。 
附  則 

  この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 
附  則 

  この規則は、平成１３年２月１４日から施行し、平成１３年１月６日から適用する。 
附  則 

  この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 
附  則 

  この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
附  則 



  

  この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、令和 ３年３月８日から施行する。 
 
 



  

様式第１号  
 

入 寮 誓 約 書  
 

                     
和歌山工業高等専門学校長 様  

 
貴校学生寮に入寮の上は学則及び学生寮の諸規則が在寮中は適用されるこ

とについて同意し、諸規則を遵守することを誓います。  
 
 
  （元号）  年  月  日  
 
               和歌山工業高等専門学校  

            学科  
氏 名（自署）  

 
私は、「独立行政法人国立高等専門学校機構保護者等に関する取扱要項」

（令和３年２月１８日理事長裁定）に基づき、上記の者が貴校の学生寮に在
寮中における行為について、学則及び学生寮の諸規則を遵守するよう指導・
監督する責任を負うことを誓約します。  

なお、記載事項に変更が生じたときは、すみやかに本書を再提出いたしま
す。  
 

（保護者等）  
住 所  
学生との関係  
氏 名（自署）  
緊急連絡先  

 

 
様式第２号  
 

入   寮   願  
 

（元号）  年  月  日  
 

和歌山工業高等専門学校長 様  
 

             学科 第  学年  
氏  名（自署）          

（元号）  年  月  日生  
住 所（自宅）  
                  

保護者等  
氏 名（自署）             
本人との続柄  
住 所  

                                    
 下記の事由により、入寮したいので、御許可下さるようお願いします。  
 なお、入寮のうえは、学寮における諸規則を固く守ることを誓います。  
 

記  
 

１ 事 由  
 

２ 入寮希望年月日  （元号）  年  月  日  
 
   ※ 入寮年月日  （元号）  年  月  日  

保護者等とは，学生が教育研究活動を円滑に遂行していくうえで，
学校と連携し，学生を指導，支援する立場にある者で，学生が未成
年の場合においてはその親権者又は児童福祉法（昭和２２年法律第
１６４号）第６条，第６条の４及び第７条で定める学生を監護する
者若しくは監護する施設等の長とする。また，学生が成年の場合に
おいては３親等以内の親族とする。要件に合った保護者等が選定で
きない場合は，独立の生計を営む成年者であり，学生の指導，支援
への意向のある者とする。 



  

様式第３号  
 

入 寮 免 除 願  
 
                    （元号）  年  月  日  

 
和歌山工業高等専門学校長 様  

 
          学科 第  学年  

氏 名（自署）  
（元号）  年  月  日生  

               住 所（自宅）  
保護者等  

氏 名（自署）  
住 所  

 
このたび、下記の事由により、入寮を免除して下さるようお願いします。  

 
記  

 
 １ 事 由  
 
 ２ 期 間   （元号）  年  月  日から  
         （元号）  年  月  日まで  
 
 （注）１ 免除の事由を証する証明書等の提出を求めることがある。  
    ２ 自宅通学希望者については、所定の事由書を提出すること。  
                            現員   名  
 

様式第４号  
担任印  

 

退   寮   願  
（元号）  年  月  日  

 
和歌山工業高等専門学校長 様  

 
             学科 第  学年  

氏 名（自署）  
（元号）  年  月  日生  

学寮室番号   号館  号室  
入寮年月日（元号） 年 月 日  

保護者等氏名（自署）  
住 所  

 
 下記事由により、退寮したいので、御許可下さるようお願いします。  
  

記  
 

１ 事 由  
 

２ 退寮希望年月日  （元号）  年  月  日（ ）  
 
 ３ 退寮後の予定住所  
 
   ※ 退寮年月日  （元号）  年  月  日  現員   名  


